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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上位電話システムを外線にかつ電話機を内線に収容する電話主装置が前記上位電話シス
テムから着信情報を受付けする際に、当該着信情報にその発信元が上位電話システムの局
線か内線かの回線種別を識別する所定の識別情報を含ませ、前記電話主装置が前記上位電
話システムを介して受付けする発信者番号それぞれの着信履歴に前記識別情報を添えて前
記電話主装置における着信履歴テーブルに登録して前記電話主装置にて着信履歴のリスト
を作成及び管理し、前記電話主装置が上位電話システムからの着信履歴から取得した発信
者番号に対する発呼を前記電話機から受付けした際には、その着信履歴で当該発信者番号
に添えられた識別情報を取得し、その識別情報が局線の場合には前記電話主装置が前記上
位電話システムの局線アクセス番号を先頭に付加して当該発信者番号を送信することを特
徴とする着信履歴登録およびその登録情報を用いた発信のための方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記識別情報は、前記上位電話システムとの間であら
かじめ設定された呼出し信号パターンの変化、又は着信の際のファシリティ情報から取得
することを特徴とする方法。
【請求項３】
　上位電話システムを外線にかつ電話機を内線に収容する電話主装置を有し、前記上位電
話システムから着信情報を受付けた際にその着信履歴を登録し、その登録情報を用いて発
信するための電話システムであって、前記着信情報はその発信元が上位電話システムの局
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線か内線かの回線種別を識別する識別情報と共に発信者番号を含み、前記電話主装置が、
着呼により前記上位電話システムを介して前記着信情報を受付けする手段と、受付けの着
信情報から前記識別情報及び発信者番号を解析する手段と、解析された着信情報に含まれ
る発信者番号それぞれの着信履歴に前記識別情報を添えて前記電話主装置における着信履
歴テーブルに登録して前記電話主装置にて着信履歴のリストを作成及び管理する手段と、
内線の電話機から発信情報を受付けする手段と、受付けの発信情報による接続先を前記着
信履歴の発信者番号で検索する手段と、着信履歴で当該発信者番号が検索された場合、そ
の着信履歴で当該発信者番号に添えられた識別情報を取得し、その識別情報が前記上位電
話システムへ接続の外線の場合には前記上位電話システムの局線アクセス番号を先頭に付
加して前記発信者番号を送信する手段を有することを特徴とする電話システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の電話システムにおいて、前記識別情報は、前記上位電話システムとの
間であらかじめ設定された呼出し信号パターンの変化、又は着信の際のファシリティ情報
に含めることを特徴とする電話システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、キーテレホンシステム又はボタン電話システムに関するものであり、特に、
上位システム（PBX/CES）からの着信に対して発信者番号を履歴に記録し、その着信履歴
に記録された発信者番号に基づいて発信する電話主装置の着信履歴登録およびその登録番
号を用いた発信のための方法およびそのシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　上位システム（PBX/CES）からの着信に対して着信履歴に内線／外線を区別して登録す
ることができない場合には、記録した着信履歴の発信者番号で発信した際に正しい相手先
に発信できない。例えば、局線アクセス符号が「０」の場合、発信者番号が「０」から始
まる全国番号のまま発信されると、最初の「０」で局線を捕捉し、次の数字から局線へ発
信するので、その先頭番号が市内番号として処理され、誤接続となる。
【０００３】
　このような、局線アクセスコ符号の付加忘れを防止する技術として、例えば、特開平０
５－３０４５６４号公報（特許文献１）では、ＩＳＤＮに接続する外線から着信の際、主
制御部が発信側から送信されたSETUP信号の着サブアドレスに特定の呼出し音識別コード
を付加してＩＳＤＮインタフェースの端末に送出している。従って、端末は、着信の際に
受付けした呼出し音識別コードに基づいて選択した呼出し音を送出している。そのため、
電話機使用者は、呼出し音の相違によりその着信が外線か内線かを識別できる。主制御部
は構内交換機又はキーテレホンシステム若しくはボタン電話装置の主装置に相当する。
【０００４】
　また、特開平０９－０８３６４７号公報（特許文献２）では、ボタン電話機に赤／緑の
２種類の色を点滅させる表示器を備え、例えば、上位交換機からの局線着信には赤色を、
内線からの着信には緑色を点滅させる方法が開示されている。そのため、電話機使用者は
、点滅する表示器の色の相違によりその着信が外線か内線かを識別できる。
【０００５】
　このよう構成により、キーテレホンシステム又はボタン電話システムの主装置では、上
位交換機からの着信の際に、上位交換機での発信元が局線からか、内線からかを識別し、
内線電話機に対して着信の局線／内線それぞれを相違する信号で通知することができる。
この通知により、内線電話機利用者は、上位電話システムが構内交換機の場合、外線着信
の発信者番号に対して、その構内交換機での局線の呼出し番号又はアクセス番号を付加し
てダイヤル発信するという手間をかけることになる。このような手順により、外線発信に
対する誤接続を防止することができる。
【０００６】
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　しかしながら、電話機利用者が外線からの局線着信を認識してその発信者番号に局線ア
クセス番号を付加する必要があるため、電話機利用者の手間をかけるのみならず、利用者
によるアクセス番号の誤ダイヤルが避けられず、また、内線番号で局線に発信して誤接続
するという問題は免れない。
【０００７】
　この改善案として、例えば、特開２００６－１８６４９３号公報（特許文献３）では、
キーテレホンシステムで、通信端末に着信履歴のためのメモリを備え、その主装置が局線
着信の場合に発信者番号と共に局線アクセス番号を送る。端末では、着信履歴メモリに発
信者番号を記録する際、同時に送られた局線アクセス番号をメモリに記録する。したがっ
て、利用者が着信履歴メモリで局線での発信者番号を用いて発信する場合、端末は、その
発信者番号の前に局線アクセス番号を付加して送信できる。その結果、主装置が局線アク
セス番号を付加した発信者番号を受付けするので、その呼は主装置で局線を捕捉したのち
局線アクセス番号を付加した発信者番号を自動的にダイヤル発信できる。更に、局線が既
に捕捉されている場合、主装置は発信者番号のみをその局線に発信することを開示してい
る。
【０００８】
　しかしながら、この技術も、多数となる端末に、局線アクセス番号の記憶付加、及びそ
の付加ダイヤルなどの負担がかかるので端末の原価低減の観点からは望ましくない。
【０００９】
【特許文献１】特開平０５－３０４５６４号公報
【特許文献２】特開平０９－０８３６４７号公報
【特許文献３】特開２００６－１８６４９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　解決しようとする課題は、局線着信に対して発信者番号に局線アクセス番号を付加して
記録する着信履歴のメモリを端末に備えると共に端末が発信の際にダイヤル番号付加を必
要とするため、端末での原価低減に問題があることである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によるキーテレホンシステム又はボタン電話システムは、電話主装置とその電話
主装置に収容される電話機とを含むものであるが、着信履歴を用いて上位電話システムを
介し局線へ発信する際に内線端末に負担をかけることなく着信履歴の発信者番号を用いて
発呼を可能とすることを目的とする。そのため、上位電話システムを外線にかつ電話機を
内線に収容するボタン電話システムの電話主装置は、前記上位電話システムから着信情報
を受付けする際には、着信情報にその発信元が上位電話システムの局線か内線かの回線種
別を識別する識別情報を含ませ、電話主装置が前記上位電話システムを介して受付けする
発信者番号それぞれの着信履歴に前記識別情報を添えて登録することを特徴とする。
【００１２】
　そして、前記電話主装置が上位電話システムからの着信履歴から取得した発信者番号に
対する発呼を前記電話機から受付けした際には、その着信履歴で当該発信者番号に添えら
れた識別情報を取得し、その識別情報が局線の場合には前記上位電話システムの局線アク
セス番号を先頭に付加して当該発信者番号を送信する。
【００１３】
　すなわち、本電話システムは、上位電話システムを外線にかつ電話機を内線に収容する
もので、前記上位電話システムから着信情報を受付けた際にその着信履歴を登録し、その
登録情報を用いて発信するための電話システムであって、前記着信情報はその発信元が上
位電話システムの局線か内線かの回線種別を識別する識別情報と共に発信者番号を予め含
み、前記電話主装置が、着呼により前記上位電話システムを介して前記着信情報を受付け
する手段と、受付けの着信情報から前記識別情報及び発信者番号を解析する手段と、解析
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された着信情報に含まれる発信者番号それぞれの着信履歴に前記識別情報を添えて登録す
る手段と、を有する。
【００１４】
　そして、前記電話主装置は、内線の電話機から発信情報を受付けする手段と、受付けの
発信情報による接続先を前記着信履歴の発信者番号で検索する手段と、着信履歴で当該発
信者番号が検索された場合、その着信履歴で当該発信者番号に添えられた識別情報を取得
し、その識別情報が前記上位電話システムへ接続の外線の場合には前記上位電話システム
の局線アクセス番号を先頭に付加して前記発信者番号を送信する手段を有する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明による着信履歴登録およびその登録番号を用いた発信のための方法およびそのシ
ステムは、電話主装置が、上位電話システムから発信元が局線からか、内線からかの識別
情報を着呼の際に受付けして着信履歴で発信者番号対応に登録するため、発呼の際に着信
履歴の発信者番号で発信しても電話主装置が上位電話システムで必要な局線アクセス番号
を付加できるので、電話機利用者に負担がかからないのみならず、内線電話機も従来のも
のがそのまま使用できるという利点がある。
【００１６】
　なお、前記識別情報が、アナログ回線又はデジタル回線に対応する、前記上位電話シス
テムとの間であらかじめ設定された呼出し信号パターンの変化、又は着信の際のファシリ
ティ情報から取得することが望ましい。すなわち、公衆電話網を局線にかつ内線に電話機
及び下位電話システムをそれぞれ収容する電話システムでは、前記内線に着呼があった場
合、発信側が前記局線か前記内線かの回線種別に基づいて、アナログ回線の場合には呼出
し信号パターン、及びデジタル回線の場合には着信の際のファシリティ情報、それぞれに
回線種別に伴う変化を加えて呼出しする手段を有することとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、上位電話システムを外線にかつボタン電話機を内線に収容する電話主装置を
有するキーテレホンシステム又はボタン電話システムに関する。
【００１８】
　本発明の目的は、着信履歴を用いて上位電話システムを介し局線へ発信する際に内線端
末の利用者操作及び製造原価に負担をかけることなく着信履歴の発信者番号を用いて発呼
を可能とするシステムを構成することにある。
【００１９】
　この目的を実現のため、上位電話システムを外線にかつ電話機を内線に収容する電話主
装置が前記上位電話システムから着信情報を受付けする際には、当該着信情報にその発信
元が上位電話システムの局線か内線かの回線種別を識別する識別情報を含ませ、前記電話
主装置が前記上位電話システムを介して受付けする発信者番号それぞれの着信履歴に前記
識別情報を添えて登録している。従って、前記電話主装置が上位電話システムからの着信
履歴から取得した発信者番号に対する発呼を前記電話機から受付けした際には、その着信
履歴で当該発信者番号に添えられた識別情報を取得し、その識別情報が局線の場合には前
記上位電話システムの局線アクセス番号を先頭に付加して当該発信者番号を送信する。
【００２０】
　本発明による電話システムのボタン電話機は、発信の際のオフフックで電話主装置を駆
動するので、発信者番号を電話主装置の着信履歴から取得できる。しかし、その電話機単
体での着信履歴を求めたい場合には、電話機内部にも発信者番号を受けて登録する着信履
歴を重複して備えてもよい。本実施例では、内線電話機における着信履歴の有無を問わず
上記目的の達成が可能である。
【００２１】
　以下に、図面を参照してその詳細を説明する。図面では、本発明に係る構成要素を主と
して示すので、機能上で必須の構成要素でも図示の省略がある。説明における機能ブロッ
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クの分離併合、手順の前後入替えなどの変更は、本発明の趣旨及び記載される機能を満た
す限り自由であり、以下の説明が本発明を限定するものではない。
【実施例１】
【００２２】
　本発明の実施例１について図１から図４までを併せ参照して説明する。
【００２３】
　図１は本発明で関連する電話システムの一実施例をブロックで示す説明図である。
【００２４】
　図示されるように、ボタン電話主装置１は、内線にボタン電話機２Ａ～２Ｎを収容接続
して一つのボタン電話システムを構成し、外線に上位電話システム３の内線を接続する。
上位電話システム３は、内線に内線電話機４Ａ～４Ｍを、外線に公衆電話網５の局線を接
続し、局線発信のためのアクセス番号を例えば「０」とする。また、上位電話システム３
は、構内交換機（ＰＢＸ）又はＰＢＸ同等のＣＥＳ（Circuit Emulation Service）であ
り、発信側回線種別を通知する手段（３１）を有する。
【００２５】
　図２はボタン電話システムの電話主装置１００の一実施例をブロックで詳細に示す説明
図である。電話主装置１００は、外線ポート１０１、着信情報受付け部１０２、回線種別
認識部１０３、着信情報解析部１０４、着信履歴登録部１０５、着信内線接続部１０６、
内線ポート１０７、発信情報受付け部１０８、発信番号検索部１０９、発信番号形成部１
１０、及び外線選択発信部１１１を有し、内線ポート１０７にボタン電話機２０１～２０
Ｎを接続する。
【００２６】
　外線ポート１０１は外線として、図１に示される上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）
３及び公衆電話網５の２種類に対する接続するポートを有するものとする。外線ポート１
０１の回線は、内線のボタン電話機が有する外線選択ボタンで番号指定できる。着信情報
受付け部１０２は、外線ポート１０１で着呼を受付けた際に上位システムから送られる所
定の着信情報を受付けし、受付けの着信情報と着信情報を受付けした外線ポート番号とを
回線種別認識部１０３に通知する。着信情報には、ボタン電話機２０１～２０Ｎのうちの
着呼電話機を鳴動させる呼出し信号種別、発信者番号などが含まれる。外線ポート１０１
が上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）に接続されている場合、着信情報には、ボタン電
話機２０１～２０Ｎを複数種類で鳴動させる呼出し信号種別が複数の識別情報として指定
されている。この識別情報は、上位電話システムと本電話主装置１００との間で例えば通
信プロトコルなどに基づいて予め設定されている。
【００２７】
　図３Ａは、上位電話システムがアナログの場合であって、識別情報として着信信号に鳴
動パターンを指定する例である。この例では、通常の公衆回線による１秒鳴動を３秒周期
で発生させる呼出し信号と、それと異なる上位電話システムの内線からのＰＢＸ着信にお
ける鳴動パターンの、0.25秒鳴動、0.25秒休止、再度0.25秒鳴動に次ぎ1.25秒休止するパ
ターンを繰り返す呼出し信号との２種類が局線及び内線それぞれに指定される。
【００２８】
　回線種別認識部１０３は、着信情報受付け部１０２から外線ポート１０１での着信回線
番号を受けるので、上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）と接続の例えば「ＰＢＸ回線」
からの着信か否かを識別する。回線種別認識部１０３は、着信が上位電話システム（ＰＢ
Ｘ／ＣＥＳ）の接続回線からの着信以外で、公衆電話網からの着信の場合、着信履歴登録
部１０５に公衆電話網からの直接着信を「公衆回線」とマークして発信者番号を登録する
。他方、回線種別認識部１０３は、着信が上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）の接続回
線からの着信の場合、上記識別情報として「局線又は内線」を含む着信情報を着信情報解
析部１０４に送る。
【００２９】
　着信情報解析部１０４は、受付けした着信情報に含まれる識別情報の鳴動パターン種別
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から着信が上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）の局線か内線かを解析してその局線か内
線かの種別を識別情報として発信者番号と共に着信履歴登録部１０５に登録する。一方、
着信情報解析部１０４は、着信内線接続部１０６に着信先内線番号を通知して内線ポート
１０７から着呼先のボタン電話機（例えば）２０１に呼出信号を送出して可聴信号を鳴動
させる。
【００３０】
　図４は着信履歴登録部１０５で登録する着信履歴の一実施例を着信履歴テーブル１２０
で示す説明図である。着信日時の最新情報からの順序で所定数のデータが登録される。着
信履歴テーブル１２０は、着信の際に着信履歴登録部１０５において制御手段により登録
される。発信者番号に重複があっても、回線種別に相違がある場合にはそのまま登録され
ているものとする。図面では上位電話システムはＰＢＸのみで示す。
【００３１】
　内線ポート１０７はボタン電話機２０１～２０Ｎを収容し接続するもので、ボタン電話
機（例えば）２０１からの発呼に対して発信情報受付け部１０８を接続し、内線からの発
信情報を受付けする。発信情報受付け部１０８は、宛先ダイヤル番号又は宛先指定ボタン
が内線の場合、着信内線接続部１０６を駆動して宛先内線のボタン電話機（例えば）２０
２を呼出しする。宛先として着信履歴を呼出しする場合、発信情報受付け部１０８は、発
信番号検索部１０９から着信履歴登録部１０５を呼出しして発信者番号を検索する。
【００３２】
　ボタン電話機２０１から宛先電話番号を指定された際には、発信番号検索部１０９が着
信履歴登録部１０５から指定の発信者番号に添付された局線か内線かの識別情報を取得し
て発信情報受付け部１０８に通知する。発信情報受付け部１０８は、指定された発信者番
号に識別情報の局線か内線かを添付して発信番号形成部１１０に送り、発信ダイヤル番号
を形成させる。発信番号形成部１１０は、指定された発信者番号に識別情報の局線が添付
された場合、その発信者番号の先頭に所定のアクセス番号「０」を付加して発信ダイヤル
番号を形成し、その他の場合には指定された発信者番号をそのまま発信ダイヤル番号とす
る。
【００３３】
　また、着信履歴登録部１０５には、公衆電話網から外線ポート１０１に着信する場合も
ある。公衆電話網からの着信では、着信履歴登録部１０５に回線種別として「公衆回線」
が登録される。そして、発信番号形成部１１０では、登録された発信者番号がそのまま発
信ダイヤル番号に形成される。
【００３４】
　外線選択発信部１１１は、外線ポート１０１で上位電話システム（ＰＢＸ／ＣＥＳ）の
ポートを選択した際、識別情報が局線の場合には先頭に所定のアクセス番号「０」を付加
した発信ダイヤル番号を送出し、識別情報が内線の場合には指定された番号を発信ダイヤ
ル番号として送出する。外線選択発信部１１１は、外線ポート１０１で公衆電話網との回
線すなわち公衆回線を選択した際に、識別情報が局線又は公衆回線の場合には先頭のアク
セス番号「０」なしの発信ダイヤル番号を送出し、識別情報が内線の場合には「発信拒否
」の処置を実行することができる。
【００３５】
　このような構成を採用したので、ボタン電話システムの電話主装置の内線に接続される
ボタン電話機で着信履歴を有するか否かには無関係に、電話主装置で着信履歴を有し、ボ
タン電話機で着信履歴により再発信する場合、ボタン電話機のユーザが上位電話システム
を利用するか否かを気にすることなく、着信履歴の発信者番号をダイヤルのための発信番
号として発信できる。従って、本発明によるボタン電話システムのボタン電話機は、なん
の変更をも不要とするので、システムのコストアップを最小に抑制可能である。
【実施例２】
【００３６】
　本発明の実施例２について図３Ｂを参照して説明する。
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【００３７】
　図３Ｂの実施例は、図２における上位電話システムからの局線／内線の識別が上記図３
Ａのアナログ回線からデジタル回線に変わるものである。すなわち、上位電話システムが
デジタルのＩＳＤＮ（Integrated Service Digital Network）を例とする場合であって、
ファシリティ情報要素のインボークコンポーネントの中に「INS-CES」または「INS-メン
バーズネット」などの情報を上記識別情報として設定し、下位の電話システムを呼出しし
ている。
【００３８】
　すなわち、識別情報の局線と内線とが、上記実施例の鳴動パターン種別に代わって設定
されるものである。したがって、電話主装置では識別情報の解析が変更されるが、電話主
装置の機能とその動作手順については変更ない。
【実施例３】
【００３９】
　本発明の実施例３として図５Ａ及び図５Ｂに図２を併せ参照して図２の電話主装置１０
０における主要動作手順について説明する。この実施例は、上記実施例1又は実施例２に
共通である。
【００４０】
　まず、図５Ａは電話主装置１００における外線からの着信履歴作成動作手順の一実施例
をフローチャートで示す説明図である。
【００４１】
　電話主装置１００は、外線ポート１０１から着信情報受付け部１０２に着信情報を受付
け（手順Ｓ１）した際、同時にその着信回線種別を回線種別認識部１０３に送って認識（
手順Ｓ２）させる。その着信が上位電話システムから（手順Ｓ３のＹＥＳ）の場合、回線
種別認識部１０３が着信情報解析部１０４に着信情報を送って、着信情報解析部１０４が
その着信情報から識別情報を解析して「局線／内線」を識別（手順Ｓ４）し、識別結果を
発信者番号と共に着信履歴登録部１０５に送る。着信履歴登録部１０５は、識別結果の「
局線又は内線」を添えて発信者番号を最新の着信履歴として登録（手順Ｓ５）する。その
際、同一の発信者番号及び回線種別が登録（手順Ｓ６のＹＥＳ）の場合、その過去の登録
を着信履歴から削除（手順Ｓ７）して登録手順を終了する。
【００４２】
　上記手順Ｓ３が「ＮＯ」で、着信が上位電話システム以外の場合、図２に示されるよう
に公衆電話網から直接着信のため、回線種別認識部１０３が「公衆回線」を識別して識別
結果を発信者番号と共に着信履歴登録部１０５に送る。着信履歴登録部１０５は、識別結
果の「公衆回線」を添えて発信者番号を最新の着信履歴として登録（手順Ｓ８）し、手順
は上記手順Ｓ６に進む。手順Ｓ６が「ＮＯ」で着信履歴に同一組合せがない場合にはその
登録手順は終了する。
【００４３】
　次に、図５Ｂは電話主装置１００における着信履歴を用いた発信動作手順の一実施例を
フローチャートで示す説明図である。
【００４４】
　例えば、ボタン電話機２０１が発呼して内線ポート１０７を駆動した際、発信情報受付
け部１０８がボタン電話機２０１からの発信情報を受付けし、その発信情報から宛先ダイ
ヤル番号を発信番号として取得（手順Ｓ１１）する。ボタン電話機２０１が発信の際に外
線ボタンを指定（手順Ｓ１２のＹＥＳ）の場合、発信情報受付け部１０８は、発信番号を
発信番号検索部１０９に送り着信履歴登録部１０５を検索（手順Ｓ１３）させる。発信番
号検索部１０９は、着信履歴登録部１０５に同一番号あり（手順Ｓ１４のＹＥＳ）の場合
、その番号領域から回線種別を取得（手順Ｓ１５）する。
【００４５】
　一方、上記手順Ｓ１２でボタン電話機２０１が発信の際に指定した外線ボタンにより捕
捉した回線種別が上位電話システム（手順Ｓ１６のＹＥＳ）で、受付けの発信者番号に添
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えられた識別情報「局線又は内線」から取得の回線種別が局線（手順Ｓ１７のＹＥＳ）の
場合、発信情報受付け部１０８は、その局線情報を発信番号検索部１０９から受けて発信
番号と共に発信番号形成部１１０へ送る。発信番号形成部１１０は局線発信の要求を受け
て取得の発信番号の先頭に所定のアクセス番号、例えば「０」を付加して発信ダイヤル番
号を形成し、外線選択発信部１１１へ送る。外線選択発信部１１１はボタン指定された外
線ポート１０１を介して上位システムに、アクセス番号を付加した番号を発信（手順Ｓ１
８）して、発信手順は終了する。
【００４６】
　上記手順Ｓ１２が「ＮＯ」でボタン指定により電話主装置１００の内線が捕捉（手順Ｓ
２１のＹＥＳ）の場合、発信情報受付け部１０８は、内線ポート１０７の該当回線に接続
（手順Ｓ２２）して呼出しする手順まで進む。この手順Ｓ２１が「ＮＯ」で内線ポートで
はなく外線ポート捕捉の場合には発信内線に接続拒否の処理を行い、また、ボタン指定の
ない場合には通常のダイヤル発信であり、本発明に無関係な処理、すなわち、ダイヤルさ
れた番号に応じた所定の処理（手順Ｓ２３）が実行される。また、上記手順Ｓ１４が「Ｎ
Ｏ」で外線捕捉にかかわらず着信履歴に同一番号が見当たらない場合、着信履歴を用いな
いダイヤル発信のため、本発明に無関係な処理、すなわち、ダイヤルされた番号に応じた
所定の処理（手順Ｓ２４）が実行される。
【００４７】
　上記手順Ｓ１６が「ＮＯ」の捕捉の回線が公衆回線で、着信履歴から取得の回線種別が
公衆回線（手順Ｓ２５のＹＥＳ）の場合、発信情報受付け部１０８は、取得の発信番号の
まま、発信番号形成部１１０に送信（手順Ｓ２６）し、外線選択発信部１１１から発信さ
せる。また、上記手順Ｓ１７が「ＮＯ」で取得回線種別が局線ではなく上位電話システム
の内線の場合、手順は手順Ｓ２６に進み、発信情報受付け部１０８は、取得の発信番号の
まま、発信番号形成部１１０に送信する。
【００４８】
　上記手順Ｓ２５が「ＮＯ」で着信履歴の取得回線が公衆回線でない場合、電話主装置１
００の外線で公衆回線が捕捉されているので、上記手順Ｓ２３に進み、発信元の内線に接
続拒否するなどの所定の処理を実行する。
【実施例４】
【００４９】
　上記図１の上位電話システムと下位システムのボタン電話システムとの間の回線種別が
アナログとデジタルとの２種類であり、上位電話システム及び下位システムそれぞれが上
記実施例１及び本実施例２の識別情報を併せ備えてもよい。また、それぞれが単独なシス
テムもあって、それぞれの電話システムが組み合わされて、接続される構成であってもよ
い。機能併合の場合、ボタン電話主装置の機能は増加するが、アナログ回線及びデジタル
回線の両者に対応可能であるので融通性が増加する。
【００５０】
　本実施例４は、上述した２種の識別情報を有する上位電話システムであり、図６に図１
及び図３Ａ，図３Ｂを併せ参照して、本実施例である図１の上位電話システム３における
主要動作手順について説明する。
【００５１】
　図６は、上位電話システム３におけるボタン電話主装置１を呼出しする場合の動作手順
の一実施例をフローチャートで示す説明図である。上位電話システム３は、発信側回線種
別通知３１の手段により、上述の図３Ａ及び図３Ｂの両者の呼出し機能を有するものであ
る。
【００５２】
　上位電話システム３は、着呼を受付け（手順Ｓ３１）により、下位電話システムのボタ
ン電話主装置１を呼出し（手順Ｓ３２のＹＥＳ）の場合、呼出しするボタン電話主装置１
との間の回線種別を識別（手順Ｓ３３）する。そこでアナログ回線を捕捉（手順Ｓ３４の
ＹＥＳ）の場合、上位電話システム３は、上記図３Ａにおける下位電話システム用のＣＥ
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Ｓ着信における呼出し信号パターンを選択（手順Ｓ３５）してその選択の呼出し信号をそ
の捕捉回線に送出（手順Ｓ３６）する。
【００５３】
　上記手順Ｓ３２が「ＮＯ」で下位電話システムの呼出しではない場合、所定の着呼接続
（手順Ｓ３７）が実行される。上記手順Ｓ３４が「ＮＯ」でＩＳＤＮ回線の場合、上位電
話システム３は、上記図３Ｂにおける下位電話システム用のファシリティ情報要素を作成
（手順Ｓ３８）し、下位電話システムのボタン電話主装置１に呼設定要求（手順Ｓ３９）
する。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　キーテレホンシステム又はボタン電話システムで電話主装置が、上位電話システムから
受付けの回線識別情報を用いて着信履歴を補充することにより、ユーザの手間となるダイ
ヤ番号の付加を容易に省略でき、かつ端末側のコストの低減をはかることができるので、
上位の汎用電話システムのみならず、広く通信システムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明で関連する電話システムの一実施例をブロックで示す説明図である。（実
施例１～４）
【図２】本発明のボタン電話システムにおける電話主装置１００の一実施例をブロックで
詳細に示す説明図である。（実施例１）
【図３Ａ】上位電話システムがアナログの場合であって、識別情報として着信信号に鳴動
パターンを指定する場合の一実施例を示す説明図である。（実施例１）
【図３Ｂ】上位電話システムがデジタルのＩＳＤＮの場合であって、ファシリティ情報要
素のインボークコンポーネントの中に識別情報を設定して下位電話システムを呼出しする
場合の一実施例を示す説明図である。（実施例２）
【図４】着信履歴登録部で登録する着信履歴の一実施例をテーブルで示す説明図である。
（実施例１）
【図５Ａ】電話主装置における外線からの着信履歴作成動作手順の一実施例をフローチャ
ートで示す説明図である。（実施例３）
【図５Ｂ】電話主装置における内線からの発信動作手順の一実施例をフローチャートで示
す説明図である。（実施例３）
【図６】図１で、上位電話システムにおけるボタン電話主装置を呼出しする場合の動作手
順の一実施例をフローチャートで示す説明図である。（実施例４）
【符号の説明】
【００５６】
　１　　ボタン電話主装置
　２Ａ～２Ｎ、２０１～２０Ｎ　　ボタン電話機
　３　　上位電話システム
　４Ａ～４Ｍ　　内線電話機
　５　　公衆電話網
　３１　　発信側回線種別通知（手段）
　１００　　電話主装置
　１０１　　外線ポート
　１０２　　着信情報受付け部
　１０３　　回線種別認識部
　１０４　　着信情報解析部
　１０５　　着信履歴登録部
　１０６　　着信内線接続部
　１０７　　内線ポート
　１０８　　発信情報受付け部
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　１０９　　発信番号検索部
　１１０　　発信番号形成部
　１１１　　外線選択発信部
　１２０　　着信履歴テーブル
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